
がオープンしました！

このセンターは、住民のみなさまが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、世代や

分野を問わない保健と福祉に関するあらゆる相談をお受けし、解決に向けて取り組む

ための施設です。

【裏面もご覧ください】

障害者相談支援
センター

（相談支援専門員）
保健師

（エリア担当）

社会福祉協議会
（コミュニティ
ワーカー）

地域包括支援
センター

（保健師・社会福祉士・主任
ケアマネジャー）

生活支援
コーディネーター

以下の専門職・専門機関が対応しています。

相談にのってくれる専門職って、どんな人達なの？

コミュニティ
ソーシャル
ワーカー
（CSW）

所在地：茨木市西河原二丁目17番４号
（旧市立デイサービスセンター内にあります）

健康づくりや子育てのこと、生活の困りごと、障害に関する相談、地域活動に関すること
など、さまざまなご相談をお受けします。また、センターには、市の保健師も常駐し、
地域のみなさまと一緒に生活習慣病の予防や介護予防といった取り組みも行います。

どんな相談ができるの？

など

障害について 見守りなどの地域づくり介護子育て健康づくり 仕事・生活

１か所目

（太田・西河原・三島・庄栄・東・白川小学校区対象）

こちら！
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なぜ、地区保健福祉センターをつくったの？

【 問合せ先 】 茨木市福祉部 福祉総合相談課 ☎ 072-655-2758

茨木市東保健福祉センター ☎ 072-621-3371

住民の方々から「身近で行きやすい場所に１つ
の相談窓口で、専門知識をもった相談人に
何でも相談したい。」、「出産・子育てに関して
相談できる人が身近にいてほしい。」という声
があったため、住民の方々により近い地域に
拠点を置きました。

今後、令和５年度末までに市内５圏域ごと
に１か所の地区保健福祉センターを設置する
予定です。

地区保健福祉センターの役割って何？

主に以下の３点を重視した取り組みを行っています。

①保健と福祉の連携
地域の病院や福祉施設、事業者の方などと協力し、
住民の方々がいつまでも安心して暮らせるよう、
健康づくりや生活上のお困りごとの解決に取り組みます。

②専門職による包括的なチーム対応
世代や分野にとらわれず、色々な生活課題を抱える方に対してすばやく対応します。
センターにいる専門職がチームとなって、幅広い視野・知識・スキルを使って
解決を図ります。

③住民が主体となる「予防と共生」に向けた支援
地域での見守りや居場所づくり、子育て支援など、住民が主体となって
共に支え合い安心して暮らせる地域づくりをバックアップしていきます。


